
令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (1) 

確 定 申 告 は お 早 め に ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「発
はっ

荷
か

峠
とうげ

展望台」は、十和田湖を見下ろす数ある展望台の中でも、最高のビ

ューポイントと言われる場所で、眼下に西湖、右側には変化に富んだ入り江

が美しい中山半島、その向こうにお椀を伏せたような形の御倉山が見え、正

面には十和田カルデラの外輪山の連なりが見渡せます。 

 新緑の６月、ＮＫメンバーズツアーはこちらを訪れます。 

詳しくは、当納税協会ホームページをご覧ください。  

 

   旅行代金  (2 名１室以上の場合 お一人様) 145,000円(消費税込み)  

   旅行期間  2024 年 6月 6日(木)～６月 8日(土)  申込締切日  2024 年 4 月５日 

         旅行主催会社      東武トップツアーズ㈱大阪法人事業部 

 今年度は、相生・西脇納税協会の皆様と同一班です。異業種交流、ビジネスチャンス拡大のきっかけ

作りになることと思います。多数のご参加をおまちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 所 
公益社団法人龍野納税協会 

龍野納税貯蓄組合連合会 

たつの市龍野町富永 702-1 

℡  0791-62-1700 

協   賛 
龍 野 県 税 事 務 所 

 

  令和５年分の 
所得税及び復興特別所得税の
確定申告の相談･申告書の 
受付は､ 
 

２月 16 日 (金 )から 

３月 15 日(金 )までです。 
※「復興特別所得税額」の記載 

漏れのないようご注意ください。 

大阪国税局・税務署 

納税協会ホーム

ページは、お役

に立つ情報が 

満載です！ 

十和田湖 

納税協会イメージキャラクター「のうちゃん」 



(2) 確定申告特集号            龍野納税だより           令和 6 年 2 月 9 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

  確定申告会場の開設期間は 

  令和６年 ２月 16 日 （金 ）から 
    令和６年 ３月 15 日 （金 ）までです 

（土・日曜、祝日を除く） 
     相談受付は 16時までです。 

     入場整理券の配布状況により早めに受付を終了します。 

     入場整理券は各会場で当日配布するほか、ＬＩＮＥを通じたオンライン事前発行も可能です。 
 

 

    確定申告会場は、大変混雑します。 

   スマホ・パソコンによる e-Tax をご利用ください！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告のお知らせ 

ご自宅等から 



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより            確定申告特集号 (3) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより            確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより            確定申告特集号 (5) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 確定申告特集号            龍野納税だより           令和 6 年 2 月 9 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁） 



令和 5 年 12 月 11 日               龍野納税だより          第 131 号 (7) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（前頁） 



(8) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより            確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令
和
６
年

 

３
月

1
5
日

 

令
和
６
年

 

４
月

2
3
日

令
和
６
年

 

４
月
１
日

令
和
６
年

 

４
月

3
0
日



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより            確定申告特集号 (9) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (10) 確定申告特集号           龍野納税だより           令和 6 年 2 月 9 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次頁へ 

システム導入が 

難しくても 

大丈夫！！ 



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (11) 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

をもって廃止されました。 



(12) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳しくは次頁をご覧ください！！▶▶▶ 



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (13) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(14) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「青色申告決算書」の作成は次頁を、「収支内訳書」の 
作成は次々頁をご覧ください。 



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (15) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→つづきは 17頁へ 



(16) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (17) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(18) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (19) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(20) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 

国 税 コ ー ナ ー 
 

 

 

  



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (21) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(22) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 (23) 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

♪確定申告書第二表「事業税に関する事項」欄の記載をお願いします♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ③     ②           ④        ①     ⑤ 

記載上の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       【お問合せ先】 

                             龍野県税事務所課税第１課 TEL 0791（63）5670 
 

個人事業税の申告について 

個人事業税が課税になる事業所得などがある方は、 

該当項目があれば必ず記入してください！ 

※該当するにもかかわらず申告 
 及び記載がない場合は、 
 事業税の各種控除が受けられ 
 ませんのでご注意ください。 

 

⑤ 令和５年の中途で開業または廃業した場合 

 は、その月日を記載してください。 

② 社会保険診療報酬等に係る所得がある場合は、「所得金額」 

 欄に社会保険診療分の収入金額を記載してください。(県税事 

 務所において所得金額を計算します。) 

③ 不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額を記載して 

 ください。 

④ 事業税が課税される事業に使用していた 

 機械、車両等の事業用資産を、その事業に 

 使用しなくなってから 1年以内に譲渡した 

 場合で譲渡損失額があれば、記載してくだ 

 さい。 

① 所得税で青色事業専従者とせず配偶者控除等の対象とした 

 人で、その事業に従事し、給与の支払いが実際にある場合は、 

 事業税では事業専従者にできますので、記載してください。 



(24) 令和 6 年 2 月 9 日            龍野納税だより           確定申告特集号 

つ な げ よ う  協 会 の 輪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署三署合同若手職員研修会について 

 令和 5 年 12 月 5 日(火)、姫路税務署大会議室にて「三署(姫路・

龍野・相生)合同若手職員研修会」が開催されました。 

 当日は、若手職員 46 名、幹部職員 10 名の計 56 名と多数の参

加者があり、青年部会会員で株式会社 KADO の倉谷社長さんが

「これからの働き方と学び方」というテーマで講演をされました。 

 最初に、企業の沿革及び事業内容についての説明をされる中で、

倉谷社長さんの新しい発想や技術にどんどん挑戦し続ける話を

され、仕事とは自分で解決できないからやらないではなく、「分

からないところは分かる人を探し出して聞く」そして「最後までやり切ることが大事」と熱弁されていました。 

 税務署若手職員から、どういった基準で新規採用をするかなど講演予定時間をオーバーする多数の質問があ

り、若手職員にとって、責任をもって最後までやり切る大切さなど税務の職場においても通ずる貴重な講演と

なったということです。 

青年部会活動報告 

租税教室開催 

 令和 6 年 1 月 16 日、たつの市立神部小学校、また 1 月 19 日、太子町立石海小学校の６年生を対象とした租税教室を実施しまし

た。 

 青年部会から神部小学校には土井和行部顧問（土井板金工業)、石海小学校には見村さん（見村瓦店）に講師になっていただきま

した。 

 身近な税金の話をして、税のある世界ない世界のビデオ上映の後、税金の必要性を実感して自分たちが恩恵を受けている税金の額

をクイズ形式で答えた後に学校建設には１５億円かかると話して、１億円を視覚に訴えるべく、模擬紙幣を見せながらの説明に、子

供達の目が釘付けとなり大いに盛り上がりました。きっと忘れることのないインパクトのある租税教室になったことと思います。 

1月 16日神部小学校(土井氏) 

1月 19日石海小学校(見村氏) 


